
困窮者支援法の意義学ぶ

ライフサポー トが講演会

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「や
ま
な
し
ラ
イ
フ

サ
ポ
ー
ト
」
（中
山
八
十
司
理
事
長
）

は
、
甲
府

・
県
男
女
共
同
参
画
推
進

セ
ン
タ
ー
で
、
来
年
４
月
施
行
の
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
つ
い
て
学

ぶ
講
演
会
を
開
い
た
「

神
奈
川
県
の

一
般
社
団
法
人

「
イ

ン
ク
ル
ー
ジ

ョ
ン
ネ

ッ
ト
よ
こ
は

ま
」
の
高
沢
幸
男
代
表
理
事
が
講
演
。

同
法
人
で
は
、
神
奈
川
県
か
ら
法
施

行
前
の
モ
デ
ル
事
業
の
委
託
を
受

け
、
生
活
困
窮
者
の
自
立
相
談
な
ど

を
し
て
い
る
と
い
う
。

高
沢
さ
ん
は

「生
活
困
窮
者
や
ホ

生
活
困
窮
者
自

立
支
援
法
の
施

行
を
前
に
行
っ

た
講
演
会
＝
甲

府

・
県
男
女
共

同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー

―
ム
レ
ス
は
本

人
の
努
力
よ
り

も
社
会
の
構
造

に
よ

っ
て
生
主

れ
て
い
る
。
社

会
的
に
解
決
す

る

意

義

が

あ

る
」
と
述
べ
た
上
で
、
「終
身
雇
用

が
失
わ
れ
て
い
る
日
本
に
お
い
て
、

生
活
保
護
は
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ツ
ト
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

を
第
２
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と

す
る
の
が
今
の
国
の
考
え
」
と
説
明

し
た
。

た
だ
、
生
活
困
窮
者
の
ケ
ア
に
は

多
く
の
人
材
が
必
要
と
な
り
、
同
社

に
基
づ
く
支
援
事
業
に
も
人
件
費
が

欠
か
せ
な
く
な
る
と
も
訴
え
ヽ
「国

窮
者
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
、

寄
り
添
う
温
か
い
支
援
が
求
め
ら
れ

る
」
と
話
し
た
。
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